
掛川市役所本庁舎カフェテリア業務委託事業者選定委員会 
委託事業者の選定結果 

施 設 名 掛川市役所本庁舎２階カフェテリア部分の一部分 

施 設 所 在 地 静岡県掛川市長谷一丁目１番地の１ 

委 託 期 間 令和７年10月１日 から 令和10年９月30日 まで（３年間） 

選

定

団

体 

名 称 合同会社 Ｓ・Ａパートナーズ 

所 在 地 静岡県掛川市駅前７番地の20 

代 表 者 業務執行社員 内田 翔太 

設 立 年 月 日 令和３年12月28日 

事 業 内 容 

1)劇場の運営及び管理 

2)食料品、食品添加物、飲料品の販売 

3)飲食店の経営 

4)各種イベントの企画、立案、運営、管理、実施及びコンサルティ

ング 

5)前各号に附帯する一切の事業 

選 定 経 緯 

募集要項配布：令和７年７月28日 から 令和７年８月29日まで 

現地見 学 会：令和７年８月５日・令和７年８月７日 

質 問 受 付：令和７年８月５日 から 令和７年８月15日まで 

申請書 受 付：令和７年８月27日 から 令和７年８月29日まで 

選定委 員 会：令和７年９月５日 

申 請 者 名 
(1) Ａ社 

(2) 合同会社 Ｓ・Ａパートナーズ 

審 査 内 容 

(1) 申請書類の確認 

申請者から提出された申請書類について、募集要項及び仕様書

に定める記述内容が適正か、添付書類が添付されているかを確認。 

(2) プロポーザル方式の審査 

申請団体が申請内容に基づきプレゼンテーションを行い、委託

事業者候補者の選定基準表に掲げる審査項目ごとに評価し、審査

点を集計。当該団体の審査点を集計した後、委託事業者候補者と

して適当か委員会にて協議。 

審 査 結 果 

選定団体： 合同会社Ｓ・Ａパートナーズ 

申請団体からの申請書類の審査、選定委員会でのプレゼンテー

ション及び質疑応答により採点を行った。その結果、事業計画等

が審査基準を満たしている「合同会社Ｓ・Ａパートナーズ」を掛川

市役所本庁舎カフェテリア業務の委託事業者候補者として選定し

た。 



委 員 会 意 見  光熱水費の提案内容については確実に遂行すること。 

 


